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技術基準トップページはこちら（関連する基準の確認など） 

http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html 

この単価は、各省各庁の施設管理者が庁舎の維持管理に必要な営繕工事費の概算要求

額を算出するための単価として作成した基準です。 
利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用

ルール（http://www.mlit.go.jp/link.html）をご確認ください。 

国土交通省大臣官房官庁営繕部  
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令和９年度庁舎維持管理費要求単価 

 

 

第１ 庁舎維持管理費 

 

 庁舎を維持管理するために必要な費用には、定期点検及び保守、運転・監視

及び日常点検・保守、清掃、施設警備等に要する費用や水道光熱費、修繕費等

があるが、本資料では、定期点検及び保守、運転・監視及び日常点検・保守、

清掃に要する費用の標準的な単価を庁舎維持管理費要求単価としている。 

 なお、適用に当たっては、個々の実情に応じて、その他必要な費用を別途計

上するなどして、要求額を算定するものとする。 

  

第２ 令和９年度庁舎維持管理費要求額の算出 

 

 本単価は、「令和９年度 新営予算単価」の「第３ 標準予算単価算出基準」

における「２ 建築工事（４）その他 ア 外構」及び「５ 設計概要表（１）

庁舎設計概要表」に示す標準的な官庁施設（以下、「モデル庁舎」という。）

において、「建築保全業務共通仕様書 令和５年版」に定める業務を外注する

ものとして「建築保全業務積算基準 令和５年版」により算定している。 

  

    令和９年度庁舎維持管理費要求額（定期点検及び保守、運転・監視及び日常点検・保守、  

清掃並びに施設警備） 

   ＝令和９年度庁舎維持管理費要求単価（定期点検及び保守、運転・監視及び日常点検    

・保守並びに清掃単価）×建物延べ面積＋別途計上分＋消費税相当分 

  

 庁舎維持管理費要求単価（定期点検及び保守、運転・監視及び日常点検・保

守、清掃単価）を第３－１に、また、庁舎維持管理費要求額の補正を第３－２

に示す。 

 

 なお、既存庁舎で前年度の要求額を使用する場合は、次により算出してもよ

い。 

  

  令和９年度庁舎維持管理費要求額（定期点検及び保守、運転・監視及び日常点検・保守、 

清掃並びに施設警備） 

   ＝令和８年度庁舎維持管理費要求額（定期点検及び保守、運転・監視及び日常点検・保守

並びに清掃）×単価変動率（注１）＋別途計上分＋消費税相当分 

 

     （注１）令和８年度庁舎維持管理費要求単価を１とした場合の令和９年度庁舎        

維持管理費要求単価の単価変動率は、１．０７５とする。 
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第３－１ 令和９年度庁舎維持管理費要求単価 

                                                         

（円／㎡・年） 

 

項  目 

 

単  価 

庁 舎 タ イ プ 

750 1,500 3,000 6,000 15,000 30,000 

定 

期 

点 

検 

及 

び 

保 

守 

Ａ 

建 

築 

１．建物 132 124 112 72 56 68 

２．環境測定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３．害虫駆除、 消火器、避

難器具 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

４．外構 40 24 17 12 7 4 

５．植栽等の維持管理。工作物及び外構で 

    点検周期が1年を超えるもの 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

       計 172 148 129 84 63 72 

Ｂ 

電 

気 

設 

備 

１．電力設備（照明を除く） 19 23 24 50 37 35 

２．電力設備（照明） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３．受変電自家発電設備 － 120 311 248 162 100 

４．通信設備 50 95 112 84 75 59 

５．非常放送設備 － － － － － ○ 

６．電話交換設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

７．その他 19 14 16 14 7 5 

８．点検周期が1年を超えるもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

       計 88 252 463 396 281 199 

Ｃ 

機 

械 

設 

備 

１．空気調和等設備 1,607 1,143 1,141 760 752 666 

２．給排水衛生設備 118 273 260 381 172 126 

３．水質管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

４．消火設備 － － 47 61 110 109 

５．昇降機設備 － － ○ ○ ○ ○ 

       計 1,725 1,416 1,448 1,202 1,034 901 

       監視制御設備 － － ○ ○ ○ ○ 

合    計 1,985 1,816 2,040 1,682 1,378 1,172 

運転・監視及び日常点検・保守 － － 2,553 1,904 1,503 1,311 

清 

掃 

内 
部 
の 
清 
掃 

  日常清掃 2,736 3,346 2,388 1,754 1,469 ○ 

  日常巡回清掃 604 674 439 294 162 ○ 

  定期清掃 1,156 1,389 1,110 851 831 ○ 

建物外部及びガラスの清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

施 設 警 備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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１ 本単価は、各タイプのモデル庁舎を基にした庁舎維持管理費要求単価であるため、

次の場合においては、個々の実情にあった補正を行う。 

          （１）建物仕様や数量が、モデル庁舎と著しく異なる場合 

          （２）建築保全業務共通仕様書と仕様が異なる場合 

    ２ 本表は、建物延べ面積１㎡当たりの年間庁舎維持管理費要求単価             

（消費税相当分を除く）を円で示す。 

    ３ 表中各欄に数値が計上されている項目は、通常その建物に必要と考えら

れるものである。 

        ４ 表中各欄に○印が記入されている項目は、通常その建物に必要と考えら

れるものであるが、庁舎維持管理費要求単価として算出しがたいので、そ

の都度実情に応じて別途計上する。 

    ５ 表中各欄に－印が記入されている項目は、通常その建物に不要と考えら

れるものであるが、必要があれば実情に応じて別途計上する。 

        ６ 表中の単価には、次の費用は含まないので必要に応じて別途計上する。 

（１）修繕費（交換部品を含む）、水道光熱費及び消耗品費等 

（２）浄化槽がある場合の定期点検及び保守並びに清掃費 

（３）交流無停電電源設備、太陽光発電設備、風力発電設備、入退出管理設

備、テレビ電波障害防除設備、機械式駐車設備及び雨水再利用設備の定

期点検及び保守費 

（４）外壁の点検に要する仮設費 

      ７ 表中で電気設備の「その他」とは、構内配電線路、構内通信線路及び 

避雷設備を示す。 

       ８ 給排水衛生設備には、受水タンク、高置タンク、汚水槽及び雑排水槽           

の清掃費を含めて計上している。 

       ９  ガス設備の定期点検及び保守は、原則として供給事業者が実施する      

ものであるため、表中の単価には計上していない。 

       10  運転・監視及び日常点検・保守は、宿直、24 時間勤務等の特殊な      

管理体制は含まないものとして算出している。 

      11 庁舎 15,000 タイプの建物内部の清掃で、清掃面積が 10,000 ㎡を超える

ものについては、この単価によらず、別途計上する。 

       12 劣化診断を行う場合には、別途計上する。 
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第３－２ 庁舎維持管理費要求額の補正 

 

 建築物の維持管理に要する費用は、施設内容及び維持管理業務の実施体制

等により変化するので、実情に応じて補正する必要がある。以下に、受変電自

家発電設備（庁舎 750 タイプ）及び昇降機設備の定期点検及び保守の補正を

する場合の要求額（消費税相当分を除く）を示す。 

  

１ 定期点検及び保守 

（１）電気設備 

 ア 受変電自家発電設備 

   庁舎 750 タイプで、受変電設備がある場合は、２４０［円／㎡・年］を

別途計上する。 

  

（２）機械設備 

  ア 昇降機設備 

      昇降機設備がある場合は、次表を標準として別途計上する。 

（円／台・年） 

          種   別  

                          

速 度 

（ｍ/min） 

基準停止 

階床数 

基準単価 

 

階床増減 

単 価 

付加仕様単価 

非常用 身体障害者用 

 
 

エ

レ

ベ

□

タ

□ 

 
 

ロ

□

プ

式 

交流乗用 

(高速度) 
90～105 10 1,209,000 34,000 114,000 57,000 

交流乗用 

(中速度) 
45～60 8 1,042,000 29,000 97,000 48,000 

機械室 

なし 
45～60 

3 901,000 － － 41,000 

2 876,000 － － 40,000 

油圧式(間接式) 45 4 901,000 25,000 83,000 41,000 

小荷物専用昇降機 25 4 205,000 6,000 － － 

注）１ 本表は、定期点検及び保守費、消耗品費並びに部品の取替又は修理に要する 

   経費を含む保守契約の場合を示す。ただし、小荷物専用昇降機は点検契約と

し、部品の取替又は修理に要する費用は含まない。 

      ２ エレベーターの基準単価には、地震時管制運転装置、火災時管制運転装置及 

     び自家発管制運転装置があるものとして計上している。ただし、ロープ式の機 

械室なしには、自家発電運転装置を含まない。また、ロープ式の機械室なしの 

うち基準停止階床数「２」には、火災時運転監視装置を含まない。 

      ３ 停止階床数が基準停止階床数と異なる場合は、階床増減単価に階床増減数を 

     乗じて基準単価に加算又は減算する。 

      ４ 非常用及び身体障害者用の付加仕様がある場合は、基準単価に付加仕様単価 

     を加算する。 

    ５ 表中の単価には、直流又は交流ギヤレス式エレベーター及び群管理方式の付 

     加仕様等は含まないので、必要に応じて別途計上する。 


